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ま え が き 

 

 

 都区財政調整制度は、大都市の均衡ある発展を図り、特別区の自主的

かつ計画的な運営を確保することを目的として、都及び特別区並びに特

別区相互間で共有する財源を調整するという、都区制度の基幹となるも

のである。 

 

 本冊子は、都区財政調整制度への理解を深めることを目的として発行

するものであり、制度のあらまし、交付金の算定方法、地方交付税との

比較について記述するとともに、参考資料として区長公選制が復活した

昭和５０年度以降の算定推移や主要な改正点についても収録している。 

 

 この『都区財政調整について』が、特別区の行政に携わる方々の参考

となれば幸いである。 
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第１ 都区財政調整のあらまし 

 
１ 都区財政調整の概要 

  

 都と特別区との間には、「都区制度」という大都市制度が適用されており、行政上の特例や、そ

れに伴う税制上の特例が、地方自治法及び地方税法等の法令に定められている。都区財政調整は、

このような都区制度の適用を前提とした都及び特別区並びに特別区相互間における財政調整制度で

ある。 
 

 (1) 行政上の特例 

  都は、特別区の区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として府県事務を行うほ

か、一般には市町村が行う事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性

及び統一性を確保する観点から一体的に実施する必要がある事務を行っている（法第２８１条の

２第１項）。 

  一般には市に属する事務で法令により都が処理することとされている事務としては、上下水道、

消防などが挙げられる。 

  また、他の道府県においては市町村が行っているが、特別区の区域では主に都が行っている事

務として、都市交通、病院、港湾などが挙げられる。 
  
 (2) 税制上の特例 

  地方税制度においても特例が設けられており、特別区の区域において、都は、普通税として、

道府県税のほか、市町村税である固定資産税、市町村民税法人分及び特別土地保有税の三税(以下

「調整税」という。)を都税として課税・徴収している（地方税法第７３４条第１項及び第２項第

２号）。 

  また、目的税についても、市町村税である事業所税及び都市計画税を都税として課税・徴収し

ている（同法第７３５条第１項）。 
  

 (3) 特別区財政調整交付金 

特別区の区域には、こうした行政上の特例及び税制上の特例があるほか、特別区相互間におけ

る税源の著しい偏在という特徴がある。 

これらを踏まえ、都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区の行

政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、調整税に法人事業税交付対象額及び固定資産税減

収補塡特別交付金を加えた調整税等の一定割合を、交付金として特別区に対して交付している

（法第２８２条第１項及び第２項）。 

この制度は、調整税等を都と特別区が共有する財源と位置付け、その一定割合を特別区の固有

財源として保障するものである。 
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２ 特別区財政調整交付金の概要 

 

 (1) 都区財政調整の目的 

  都区財政調整は、都が調整税等の一定割合を「特別区財政調整交付金」として特別区に交付す

ることを通じ、①都及び特別区並びに特別区相互間の財源配分の均衡化を図り、②特別区の行政

の自主的かつ計画的な運営を確保する、ことを目的とする制度である（法第２８２条第１項）。 

  

 (2) 交付金の性格 

 ア 特別区の共有の固有財源である。 

   平成１２年４月に施行された改正地方自治法において、交付金の原資となる調整税が、市町村

税である「固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税」と規定されたことで（法第２８

２条第２項）、調整税の一定割合が特別区の固有財源的性格を有するものであることが明確に

なった。  

 イ 特別区の一般財源である。 

   交付金の使途は、各特別区の自主的な判断に任されており、都や国がその使途を制限する等

条件をつけることはない。交付金は、都や国の補助金と根本的に異なる各特別区の一般財源

（地方公共団体が自主的判断で使用できる財源）である。 

なお、交付金の算定方法については、「地方自治法施行令」及び「都及び特別区並びに特別

区相互間の財政調整に関する条例」に定められている。 

 

 (3) 交付金の総額 

  交付金の総額は、都が特別区の区域において課税・徴収する市町村税のうち、固定資産税、市

町村民税法人分及び特別土地保有税の収入額と、法人事業税交付対象額と固定資産税減収補塡特

別交付金の額との合算額に、条例で定める割合（１００分の５６）を乗じて得た額である（令第

２１０条の１０、条例第３条第１項）。 

  なお、調整税等の収入額は、都の歳入予算額に連動して算出されるため、算定時点における調

整税等は、収入見込額となる。このため、当該年度の収入額の確定（決算額）によって生じた収

入見込額との差額については、翌年度以降の交付金の総額において精算される（条例第３条第２

項）。 

  

 (4) 交付金の種類 

  交付金には、普通交付金と特別交付金の２種類がある（令第２１０条の１１第１項、条例第４

条第１項）。 

  普通交付金の総額は、交付金の総額に１００分の９４を、特別交付金の総額は、交付金の総額

に１００分の６をそれぞれ乗じて得た額である（令第２１０条の１１第２項及び第３項、条例第

４条第２項及び第３項）。 
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 ア 普通交付金 

   基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区に対して、その超える額が交付される（令

第２１０条の１２第１項及び第２項、条例第５条第１項、条例第６条第１項）。 

 イ 特別交付金 

   基準財政需要額の算定方法によっては捕捉されなかった特別の財政需要があること、普通交

付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があ

ること等特別の事情があると認められる特別区に対して、当該事情を考慮して交付される（令

第２１０条の１２第４項、条例第５条第２項）。 

 

 (5) 算定期日等 

  各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、毎年４月１日現在により算定し（条例第７

条）、毎年８月１５日までに決定することとなっている（条例第８条第１項）。 
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図１       特別区財政調整交付金算定の基本的な仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）上図中の交付区・不交付区は、それぞれに該当する特別区を合算して示している。 
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   (1) 基本的考え方 

   (2) 調整税等の配分割合 

   (3) 調整税等の精算 

  ３ 基準財政需要額の算定 

   (1) 算定の基本的考え方 

   (2) 経費の種類 

   (3) 測定単位 

   (4) 単位費用 

   (5) 補正 

   (6) 人件費（給与費）の算定 

  ４ 基準財政収入額の算定 

   (1) 算定の基本的考え方 

   (2) 算定の対象となる税目等 

   (3) 基準税率 

   (4) フレームと区別算定 

  ５ 算定の経過 
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２ 調整税等の配分割合と精算方法 
 
 (1) 基本的考え方 
 

  交付金の総額として特別区に配分される額は、特別区の区域内で特例により都が課税する税

のうち固定資産税、市町村民税法人分及び特別土地保有税の収入額と、法人事業税交付対象額

と固定資産税減収補塡特別交付金の額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額により算

定される（条例第３条第１項）。 

 
交付金の 
総  額 

＝ 

調 
整 
税 
等 

 固定資産税 
 市町村民税法人分 
 特別土地保有税 
 法人事業税交付対象額 
 固定資産税減収補塡特別交付金 

× 

配分割合  

 

５６％ 

 
平成１２年度の都区制度改革により、交付金の総額を調整税の一定の割合に定め、これを中期

安定的なものとしたのは、都と特別区全体との間の適正な財源配分を行い、かつ特別区の計画的、

安定的な財政運営を図るための財源を総体として確保するためである。 

 交付金の総額が調整税の一定割合に定められたことに伴い「総額補てん制度（財源不足額の合

算額を都の一般会計から借り入れること）」及び「納付金制度」は廃止された。 

（平成１２年度改正の概要については、「第５ 平成１２年度改正の概要」を参照） 

 
 (2) 調整税等の配分割合  

 調整税等の配分割合（調整率）は、平成１２年度に都区制度改革による移管事務経費や将来需要

等を勘案し、１００分の５２に定められ、その後、平成１９年度に三位一体改革による影響や、

都支出金の一般財源化により、１００分の５５に定められた（条例第３条第１項）。 

（平成１９年度改正の概要については、「第８ 平成１９年度改正の概要」を参照） 

令和２年度には、特例的な対応として、１０００分の５５１に定められた。令和７年度には、

「令和７年度都区財政調整方針(※)」のとおり、１００分の５６に定められた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 令和７年度 都区財政調整方針≪抜粋≫ 
  都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みで

ある。 
都と特別区は、大都市東京を共に支えるパートナーであり、都は、鉄道・道路ネッ

トワークなどのインフラ整備、無電柱化の推進や調節池等の整備による強靭化、産業

力の強化、ゼロエミッションに向けた先進的な取組など、ハード・ソフト両面におい

て東京の都市基盤や国際競争力を向上させる施策を行い、特別区は、住民を身近で支

えるきめ細かいサービスにより、東京における地域生活を充実させる施策を行うこと

で、もって東京の持続的発展を実現していく。 
都区の緊密な連携のもと、東京が新たなステージへと歩みを進めるに当たり、今

後、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、いつ起こるとも知れない首都直下地震等

に対し、備えを充実させていく。 
児童相談所の運営に関する都区の連携・協力については、引き続き円滑に進めてい

く。 
こうした点を踏まえ、特別区の配分割合を56％とし、併せて、災害対応経費等に充

当される特別交付金の割合を６％に変更する。 
本合意は、安定的に都区財政調整制度を運営し、東京の未来を共に創り上げるため

の合意であり、今後この合意のもと、都区の連携・協力を一層進めていく。 
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(3) 調整税等の精算 
  交付金の総額を算定するためには、「調整税等の収入額」の把握が必要になるが、最終的な収

入額の確定は決算を待つことになる。そこで当該年度においては収入見込額（東京都予算）に基

づいて算定しておき、その後決算額との精算を行うこととなる（条例第３条第２項）。 
 その結果、毎年度分として交付すべき交付金の総額は以下のように算定される。 
  

毎年度分 

＝ 

当該年度分 

＋ 

当該年度の前年度以前分の精算額 

毎年度分として交付

すべき交付金の総額 
  

当該年度の調整税等の

収入見込額を基礎とし

て算定した額 

当該年度の前年度以前の調整税等につ

いて決算額と収入見込額との間の過不

足について調整した額 
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３ 基準財政需要額の算定  
 
 (1) 算定の基本的考え方 
 

  「基準財政需要額」とは、各特別区の財政需要を合理的に測定するために、当該特別区に

ついて、一定の算定方法により算定される額である（条例第２条第２号）。  
  その算定方法は、おおむね地方交付税に準じており（令第２１０条の１２第１項）、原則と

して次の算定方法によって算定される。 

 基準財政需要額 ＝ 単 位 費 用 × 測定単位の数値 × 補 正 係 数  

                         （測定単位１当たりの費用）  （人口・学校数等）  （段階補正、密度補正等） 

 
  基準財政需要額とは、各特別区が合理的かつ妥当な水準において標準的な行政を行うために必要

とされる額（＝「あるべき財政需要額」）をいう。したがって、それは特別区の予算額や決算額そ

のものではなく、都区間でルール化され、具体的には規則に規定された方法で、客観的に算定され

た額である。 
  なお、基準財政需要額は、標準的な事業に要する経費のうち一般財源をもって賄うべき額を算定

するものであり、それを通じて各特別区の一般財源の均衡化を図ろうとするものである。このため、

算定に当たっては、標準的な事業に見合うべき国庫支出金、都支出金、使用料・手数料等の特定財

源を控除している。 

ただし、目的財源である交通安全対策特別交付金等については、①その目的は極めて包括的で、

むしろ一般財源に近い性質をもっていること、②区別の収入額に著しい差異があるので、一定の測

定単位の数値に比例する特定財源として控除してしまうことは特別区相互間の財源均衡化の見地か

ら好ましくないことから、特定財源として扱わず、特別区の一般財源である基準財政収入額として

扱っている。 

 
 (2) 経費の種類 
  基準財政需要額は、経常的経費と投資的経費とに大別した上で、行政経費を目的別に区分し算定

している。 

  経常的経費には、①議会総務費、②民生費、③衛生費、④清掃費、⑤経済労働費、⑥土木費、⑦

教育費、⑧その他諸費の８種類が、投資的経費には、①議会総務費、②民生費、③衛生費、④清掃

費、⑤経済労働費、⑥土木費、⑦教育費の７種類がある。 

（経費の種類及び構成比については、表３及び図８～図１１を参照） 

 
 (3) 測定単位 
  「測定単位」とは、経費の種類ごとに、基準財政需要額を的確かつ客観的に算定するための指標

として最も適当と考えられるものであり、あるべき財政需要額がおおむね比例するであろう数値で

ある。この測定単位の数値には、需要額と相関性が高いことに加え、客観的で信頼性があることが

求められる。 

  したがって、測定単位には、人口、道路面積、学校数といった確実に把握できる数値が用いられ

ており、具体的には条例で規定されている（条例第１０条）。 

（費目ごとの測定単位は、表３参照） 
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 (4) 単位費用 
  「単位費用」とは、測定単位１単位当たりに必要とされる費用であり、経費の種類ごとに定めら

れている。各特別区の基準財政需要額は、単位費用に測定単位の数値を乗じることで算定される。 
  この単位費用を算出するために、標準的な特別区として「標準区」を設定する。標準区とは現実

に存在する特別区ではなく、単位費用を算出するために、人口、道路面積、学校数等の測定単位が

２３区の平均に近い標準的な行政規模をもつと想定した架空の特別区である。この標準区において、

合理的かつ妥当な水準の行政が行われた場合に必要な経費から、補助金、使用料・手数料等の特定

財源を除いた一般財源所要額（標準区経費）が単位費用算定の基礎となる。  
  この標準区経費を、経費の種類ごとに設定された標準規模で除した、測定単位１単位当たりの経

費として算出されたものが単位費用となる。  
  なお、この標準区経費は、毎年度、基準改定及び新規経費等について都区協議が行われ、協議の

結果に基づき改定が行われている。 

（標準区の各数値及び令和７年度の単位費用については、表３参照） 

 
(5) 補正 
 ア 補正の必要性と補正係数 

  各特別区の基準財政需要額は、基本的には、各費目の単位費用に特別区ごとの測定単位の数値を

乗じて算定される。しかし、実際に特別区がおかれている社会的・経済的・地理的条件は多様であ

り、事業によっては測定単位当たりの実際の行政経費に大きな差が生ずることがある。  
  このように、各費目の単位費用のみで行政需要を算定したのでは妥当な範囲を超え、不十分ない

し不合理となる場合に、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値の割増し又は割り落としを行い、

単位費用当たりの経費の差を基準財政需要額の算定に反映させることが、数値の補正である。  
   そして、基準財政需要額の算定の際、測定単位に乗ずる係数（乗率）を「補正係数」という。  
 

  
  

補正後の測定単位の数値 
  

     

基準財政需要額 ＝ 単 位 費 用 ×  測定単位の数値 × 補 正 係 数※  

     

   ※ 経費の差を補正する方法として、条件の違いごとに異なった単位費用を定めて適用する方法も

考えられるが、数多くの単位費用が必要になり、算定が複雑になる。このため、単位費用を経費

種類ごとに一本化し、それぞれの測定単位の数値を補正するという現行の方法が採られている。  
  
 イ 補正の種類 
   現在、条例では、次の４種類の補正を行うことができると規定しており（条例第１１条）、 

各測定単位ごとの補正について、条例施行規則によりその方法が定められている。 
   都区財政調整制度においては、各特別区の個別事情を的確に反映させるため、以下のように多

くの経費の算定において補正が行われている。  
 
  (ｱ) 種別補正 
    測定単位に種別があり、種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについて、その種別ご

との単位当たりの費用の差に応じ、当該測定単位の数値を補正するものである。経常的経費で

は、土木費の道路橋りょう費と公園費、投資的経費では、土木費の道路橋りょう費で種別補正

が行われている。道路は道路幅員等により、公園は種類（一般公園、河川敷公園、児童遊園）

により補正されている。  
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   (ｲ) 段階補正 
    規模の大小にかかわらず、一定の固定的な経費が必要となる場合に行う補正である。例えば、

区長の給料は、特別区の大小に関係なく１人分の経費が必要であり、人口（区民）の大小に関

わらず経費は増減しない。よって、人口が多いほど、区民１人当たりが負担する経費は割安に

なる。このように、全区で一律に必要となる経費（固定費）については、規模の大きな特別区

ほど単位当たり費用が割安になるため、当該経費に補正を行い、基準財政需要額に反映させて

いる。段階補正は、多くの経費の算定で用いられている。  
 
  (ｳ) 密度補正 
    密度の大小により、単位当たりの経費が逓減又は逓増するものについて行う補正である。  
    例えば、測定単位が人口の議会総務費においては、人口に占める戸籍人口の比率（密度）が

高くなるほど、区民１人当たりの住民基本台帳整備に係る経費は割高になり、逆に比率が低い

場合には割安になる。こうした測定単位に比例しない経費について、標準区の密度と比較し、

その大小に応じて割増又は割減の補正を行い、基準財政需要額に反映させている。  
    このほか、密度補正は、心身障害者福祉手当支給件数及び難病手当支給件数比率による補正

（民生費・社会福祉費）等、経常的経費で２１種類、投資的経費で５種類の計２６種類が設けら

れている。 
 
  (ｴ) 態容補正 
    各特別区の地域的条件の差異、法令等に基づく特定の事業の有無、その他の態容による行政

の質量差等により、単位当たり経費が割高又は割安となるものについて、割増又は割減の方法

により行う補正である。 
    地域的条件の例としては、地盤の差異に基づく特別基礎工事費の単価差及び用地費の単価差

の補正（低地係数・地価係数の設定）が、法令等に基づくものの例としては、衛生費の公害健

康被害補償事業費（公害健康被害補償法の規定による地域指定）がある。 

また、その他の態容による行政の質量差によるものの例として、特定の施設等を設置する特 

別区に対し、保有の実態に応じて所要経費を付加するもの（例、勤労福祉会館の管理運営費） 

や、特定の事業に係る経費を加算するもの（例、空き家等対策等事業費）などがある。 
    態容補正は、経常的経費で４２種類、投資的経費で３０種類の計７２種類が設けられている。 
 
 (6) 人件費（給与費）の算定 
  職員の給与費は、事業ごとの標準経費の中で事業費とともに算定され単位費用として算出されて

いる（昭和５７年度に事業費と人件費を統合）。 
  具体的には、標準給（職員１人当たりの平均給与費）を設定し、各事業における標準的な職員数

を乗じることにより算定している。  
  標準給の構成要素は、給料並びに管理職、扶養、地域、期末、勤勉、住居、通勤、初任給調整及

び児童の各手当と、共済負担金、公務災害基金掛金及び公務災害附加給付の１３項目である。 
  なお、これ以外の人的経費（時間外勤務手当、議員報酬、特別職報酬、退職手当等）は、各経費

の中で、事業費として算定されている。 
  標準給の積算は、平成１１年度にそれまでの現員現給方式から昇給昇格モデル方式に基づく、標

準給による算定方法に改めた。 

また、平成１８年度から、都派遣の清掃事業従事職員に対応していた第２標準給を廃止した。 

これまで４区分であった職層区分について、平成１９年度から技能職、平成２８年度からフルタ

イム再任用、令和元年度から職員Ｃ、さらには令和７年度から60歳超職員の区分を追加して８区分

となった。 
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基 準 財 政 需 要 額 の 算 定 例 

 基準財政需要額の区別算定の例として、令和７年度の議会総務費におけるＸ区の場合を以下に示す。 

 〈１〉条例、規則に定められている単位費用・測定単位の種類・補正係数の求め方等を基に、 

 〈２〉必要な区別の数値（人口・戸籍人口・昼間人口等）により算定する。 

 【令和７年度の議会総務費（経常的経費）】 〈１〉 

  １ 単位費用  40,849円／人 

  ２ 測定単位  「人口(4月1日)」 

  ３ 補正 

   (1) 補正の種類 

     議会総務費では、次の５つの補正を設定している。 

① 段階補正 …… 固定費の影響を反映 

② 密度補正 …… 標準区の戸籍人口比率に対する当該区の戸籍人口比率の割合により住民 

基本台帳整備費の割増又は割減の補正 

③ 態容補正Ⅰ … 昼間人口比率により、災害対策費の一部を補正 

④ 態容補正Ⅱ … 退職手当について、各区の退職対象者の状況に応じて補正 

⑤ 態容補正Ⅲ … 人口区分に応じた議員定数により、議会運営に係る経費の差を補正 

   (2) 補正係数 

     個々の補正係数の求め方は規則による。 

 

 例）密度補正係数の場合 

    Ｂ／Ａ×0.014＋0.985 
 

算式の符号 Ａ 

      Ｂ 

: 測定単位の数値（当該区の人口） 

: 当該年度4月1日現在における当該特別区の戸籍記載人口 

    (3) 補正係数の統一処理（連乗加算）の方法 

         連乗加算の方法は規則による。議会総務費の場合、次のとおり。 

  段階補正係数＋(密度補正係数－1)＋(態容補正Ⅰ係数－1)＋(態容補正Ⅱ係数－1) ＋(態容補正Ⅲ係数－1)  

 
 

 

 

 【Ｘ区（人口700,000人）の算定額】 〈２〉 

 
単位 費用 × 測定単 位 × 補正 係数 

 

40,849円／人 ×（ 700,000人  ×  連乗加算により0.853 ） 

 段階補正係数   0.833 
 密度補正係数   0.995 
 態容補正Ⅰ係数  1.000 
 態容補正Ⅱ係数  1.020 
態容補正Ⅲ係数  1.005 

  例）密度補正係数の場合 

    ① Ｘ区の数値は、Ａ：700,000人・Ｂ：500,000人である。 

    ② したがって、密度補正係数は、500,000／700,000×0.014＋0.985＝0.995 

 

  ＝  40,849円／人 × 597,100 人（補正後の測定単位の数値） 

  ＝  24,390,938千円（算定額） 
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表３

経常的経費

A B B／A

議 会 総 務 費 議 会 総 務 費 人 口 350, 000人 14, 297, 018, 729円 40, 849円

民 生 費 社 会 福 祉 費 人 口 350, 000人 5, 699, 997, 939円 16, 286円

老 人 福 祉 費 65 歳 以 上 人 口 63, 000人 4, 670, 322, 019円 74, 132円

生 活 保 護 費 被 保 護 者 数 7, 600人 1, 426, 057, 321円 187, 639円

児 童 福 祉 費 18 歳 未 満 人 口 47, 000人 7, 720, 806, 009円 164, 272円

区立保育所入所児童数 3, 400人 5, 594, 650, 768円 1, 645, 486円

私立保育所入所児童数 1, 100人 800, 706, 566円 727, 915円

国 民 健 康 保 険 事 業 助 成 費 被 保 険 者 数 113, 780人 1, 656, 867, 371円 14, 562円

後期高齢者医療制度事業助成費 被 保 険 者 数 34, 000人 2, 707, 585, 414円 79, 635円

衛 生 費 衛 生 費 人 口 350, 000人 3, 747, 727, 089円 10, 708円

清 掃 費 清 掃 総 務 費 人 口 350, 000人 166, 188, 632円 475円

収 集 作 業 費 人 口 350, 000人 2, 016, 352, 744円 5, 761円

収 集 車 両 費 人 口 350, 000人 556, 717, 215円 1, 591円

処 理 処 分 費 人 口 350, 000人 1, 014, 609, 595円 2, 899円

経 済 労 働 費 生 活 経 済 費 人 口 350, 000人 165, 817, 871円 474円

産 業 経 済 費 事 業 所 数 12, 000箇所 711, 767, 526円 59, 314円

土 木 費 建 築 公 害 費 人 口 350, 000人 937, 425, 751円 2, 678円

都 市 整 備 費 人 口 350, 000人 408, 186, 728円 1, 166円

道 路 橋 り ょ う 費 道 路 面 積 2, 322, 000㎡ 180, 434, 359円 78円

公 園 費 公 園 面 積 300, 000㎡ 482, 525, 480円 1, 608円

教 育 費 小 学 校 費 児 童 数 21, 420人 1, 497, 064, 421円 69, 891円

学 級 数 612学級 743, 316, 103円 1, 214, 569円

学 校 数 34校 3, 960, 949, 076円 116, 498, 502円

中 学 校 費 生 徒 数 10, 800人 805, 492, 769円 74, 583円

学 級 数 270学級 477, 168, 958円 1, 767, 292円

学 校 数 18校 2, 174, 512, 128円 120, 806, 229円

そ の 他 の 教 育 費 児 童 生 徒 数 32, 220人 1, 042, 128, 296円 32, 344円

幼 稚 園 数 15箇所 891, 834, 145円 59, 455, 610円

人 口 350, 000人 2, 343, 328, 090円 6, 695円

そ の 他 諸 費 公 債 費 元 利 償 還 金 172, 900, 000円 1円

財 産 費 年 度 支 払 額 1, 522, 100, 000円 1円

そ の 他 行 政 費 人 口 350, 000人 5, 700, 450, 000円 16, 287円

投資的経費

A B B／A

議 会 総 務 費 議 会 総 務 費 人 口 350, 000人 1, 039, 480, 040円 2, 970円

民 生 費 社 会 福 祉 費 人 口 350, 000人 362, 384, 120円 1, 035円

老 人 福 祉 費 65 歳 以 上 人 口 63, 000人 631, 115, 440円 10, 018円

児 童 福 祉 費 15 歳 未 満 人 口 38, 000人 1, 306, 774, 088円 34, 389円

衛 生 費 衛 生 費 人 口 350, 000人 264, 432, 400円 756円

清 掃 費 収 集 作 業 費 人 口 350, 000人 216, 055, 200円 617円

処 理 処 分 費 人 口 350, 000人 1, 086, 153, 120円 3, 103円

経 済 労 働 費 生 活 経 済 費 人 口 350, 000人 162, 931, 200円 466円

土 木 費 建 築 公 害 費 人 口 350, 000人 511, 960, 320円 1, 463円

都 市 整 備 費 人 口 350, 000人 78, 992, 000円 226円

道 路 橋 り ょ う 費 道 路 面 積 2, 322, 000㎡ 405, 337, 608円 175円

公 園 費 人 口 350, 000人 652, 363, 691円 1, 864円

教 育 費 小 学 校 費 学 校 数 34校 8, 217, 278, 300円 241, 684, 656円

中 学 校 費 学 校 数 18校 4, 542, 399, 000円 252, 355, 500円

そ の 他 の 教 育 費 児 童 生 徒 数 32, 220人 327, 747, 200円 10, 172円

園 児 数 1, 800人 373, 575, 500円 207, 542円

人 口 350, 000人 1, 681, 650, 520円 4, 805円

単 位 費 用

経 費 の 種 類 測 定 単 位 標 準 区 数 値 一 般 財 源 所 要 額 単 位 費 用

経費の種類、測定単位、標準行政規模、単位費用（令和７年度）

経 費 の 種 類 測 定 単 位 標 準 区 数 値 一 般 財 源 所 要 額
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４ 基準財政収入額の算定  
 
 (1) 算定の基本的考え方 
 

  ・ 「基準財政収入額」とは、各特別区の財政力（地方税等の一般財源をどの程度確保できる

か）を合理的に測定するため、条例の定めるところにより都が特別区ごとに算定した額で、

普通交付金の算定に用いるものをいう。 

 ・ 具体的には、特別区の標準的な税収入の一定割合により算定された額である。 

 基準財政収入額 ＝ 標準的な地方税収入 × ８５％ ＋ 地方譲与税等  

  
 基準財政収入額は、基準財政需要額の算定とともに客観的かつ合理的に算定されなければなら

ない。このため、算定方法の基本的事項は政令の規定に基づき条例で定めている。  
 
 (2) 算定の対象となる税目等 
 

  ・ 基準財政収入額の算定の対象となるのは、原則として一般財源である法定普通税を主体と

した標準的な地方税収入である。 

 ・ 標準的な地方税収入とは、地方税法に定める標準税率（標準税率の定めのない税にあって

は地方税法に定める税率）をもって算定した地方税収入（以下「標準税収入」という。）及

び税交付金のことである。 

 基準財政収入額の算定の対象は、特別区の法定普通税である特別区民税、軽自動車税、特別区

たばこ税及び鉱産税並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税

交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航

空機燃料譲与税、森林環境譲与税に限定されている（当分の間、地方特例交付金、交通安全対策

特別交付金、特別区民税特例加減算額及び地方消費税交付金特例加算額も算定項目とされてい

る。）。 

 基準財政収入額が、主に法定普通税を対象としているのは、これが目的税や法定外普通税と違

い、各特別区に普遍的な税収といえるからである。  
 主に一般財源を対象としているのは、基準財政需要額が特別区の一般財源所要額を算定するも

のとされていることに対応するものであるが、このような収入に限定して算定することとしたの

は、補助金、負担金、使用料及び手数料等の「税外収入」はその内容及び程度が特別区間で異な

り、年度によって変動する性格を有するとともに、これらの収入は、一般的には特定の経費の財

源となり、かつ、当該経費の支出に応じてその量が定まる関係にあるからである。このため、こ

うした収入については、基準財政収入額には算定せず、基準財政需要額の経費の積算の際に、特

定財源として、標準的な額を需要額から控除することとしている。 
 この例外として、地方消費税交付金（社会保障財源分）、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税

及び交通安全対策特別交付金は目的財源であるが、その性格が極めて包括的で一般財源に近い等

の理由により基準財政収入額の算定対象としている。 

（基準財政需要額の算定における特定財源との関係については、３ 基準財政需要額の算定を参照） 
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（3）基準税率 
 

  ・ 基準財政収入額は、対象となる税収等の全額を算入するものではなく、標準的な地方税収

入について、基準税率を用いて算定している。 

 ・ 基準税率とは、標準税収入額等を基準財政収入額の中に算入する際の一定の率（算入率）であ

る。 

 
 基準税率を用いるのは、地方交付税と同様、①収入に見合うよう各特別区の全ての需要を把握

することが困難であること、②各特別区が独自の施策を行うために財源余地が必要なこと等があ

げられる。 
 表５のとおり、現在の都区財政調整の基準税率は８５％であり、特別区は基準財政収入額の面

で１５％の自主財源が付与されている。 
 なお、自主財源については、基準税率から除かれた１５％のほか、基準財政需要額の算定で「そ

の他諸費」の款に「その他行政費」を設け、特別区民税等の１０％相当額を人口を測定単位とし

て算定している。これは特別区の財政需要の均衡を配慮したものであり、この結果、特別区の自

主財源は総額において、一般の市町村同様２５％となる。  
 地方譲与税等（地方譲与税及び交通安全対策特別交付金）は、その収入が地方公共団体の課税

努力と関係なく国の定める基準によって譲与されるという性質から地方交付税ではその全額を基

準財政収入額に算入されることとなっており、都区財政調整についても同様に全額算入としてい

る。 

 
 (4) フレームと区別算定 
 

  基準財政収入額の算定は、雇用環境や景気の動向、税制改正の影響等を十分に考慮して特別

区全体の基準財政収入額を算定し、次に各特別区の基準財政収入額を算定する（以下「区別算定」

という。）。 

 
特別区全体の基準財政収入額の算定というのは国でいう地方財政計画に相当するものであり、

これは当初フレームとして都区協議会で合意される。区別算定はこの当初フレームに基づき行わ

れるが、算定方法の基本的事項については条例で定め、具体的には規則で定めている。  
 

 ア 区別算定の考え方 
前述のとおり、区別算定の役割は当初フレームで算定した特別区全体の基準財政収入額を、客

観的、合理的に各特別区の基準財政収入額として算定していくことである。  
・ 区別算定は、前３か年の決算調定額等を基礎とする。 
・ 当該特別区の基準財政収入額は、理論的には、各税目の特別区全体の前３か年の決算調

定額等に占める当該区の前３か年の決算調定額等の割合（シェア）を、各税目の当初フレ

ーム額に乗ずることで算定する。 
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特別区全体の 
基準財政収入額 

                                                         当該特別区の前３か年の決算調定額等  
 当該特別区の基準財政収入額 ＝          ×  

特別区全体の前３か年の決算調定額等  
 

イ 実際の区別算定の例 
  令和７年度の特別区民税の区別算定の例を示すと以下のとおりである。  

 

 
当該特別区の 

基準財政収入額 

（特別区民税） 

＝ 
Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

３ 
× 

規則で定 

める率Ｄ 
× 

０ ． ９ ８ 

標準徴収率 
× 

０．８５ 

基準税率 
 

Ａ 当該特別区の令和６年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額 

Ｂ 当該特別区の令和５年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額 

Ｃ 当該特別区の令和４年度の特別区民税の現年度分及び過年度分の調定額 

Ｄ 規則別表第四に掲げる特別区民税に係る率 

 
 ウ 地方消費税交付金 
   平成２６年度より、地方消費税率引上げに伴って、地方消費税交付金の区別算定の方法が、

前３か年度の交付金総額を基に割り出したシェアを当初フレームに乗ずる方法から下記方法に

変更された。 
 

・地方消費税交付金の区別算定式 
 
    Ａ×           ×０．８５（基準税率） 
 

Ａ 各特別区への交付見込額の合計額として知事が算定した額 

Ｂ 当該特別区の人口により算定した率 

Ｃ 規則別表第四に掲げる率（特別区の人口の合計により算定した率） 

Ｄ 当該特別区の従業者数により算定した率 

Ｅ 規則別表第四に掲げる率（特別区の従業者数の合計により算定した率） 
 

エ 暫定措置 

（ア）特別区民税特例加減算額 

当分の間、都区財政調整においても地方交付税と同様に、三位一体改革による国庫補助負担

金の廃止・縮減に伴う税源移譲により財政力格差が拡大しないようにしつつ、円滑な財政運営

及び制度の移行を確保するため、所得税から個人住民税への税源移譲相当額を、基準財政収入

額に１００％算入することとしている。 

そのため、当分の間、区別算定においても税源移譲影響見込額の１５％分を「特別区民税特

例加減算額」として算入することとしている。 

 

・特別区民税特例加減算額の区別算定（令和７年度）  

 

令和４年度税源移譲影響見込額＋令和５年度税源移譲影響見込額＋令和６年度税源移譲影響見込額 

                     ３ 

※ 実際の区別算定は、上記で求めた額に、フレーム額に合わせるための率、標準徴収率 

（０．９８）及び０．１５を乗じて行うこととしている。 

 

 （１７Ｂ ＋ ５Ｄ）  
（１７Ｃ ＋ ５Ｅ）  
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（イ）地方消費税交付金特例加算額 

    当分の間、都区財政調整においても地方交付税と同様に、地方消費税率引上げによる増収

分（社会保障財源分）については、財政力格差が拡大しないよう、基準財政収入額に１００％

算入することとしている。 

    そのため、当分の間、区別算定においても地方消費税率引上げによる増収分（社会保障財

源分）の１５％を「地方消費税交付金特例加算額」として算入することとしている。 

     

   ・地方消費税交付金特例加算額の区別算定 

 

    Ａ× 

Ａ 各特別区に対して交付すべき額の見込額に１００分の１５を乗じて得た額に相当する

額の合計額として知事が算定した額 

Ｂ 当該特別区の人口により算定した率 

Ｃ 規則別表第四に掲げる率（特別区の人口の合計により算定した率）

 Ｂ  
Ｃ  
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表４ 都区財政調整における基準財政収入額の算定対象 
 

項     目 基準財政収入額の算定対象 算 定 対 象 外 

 
 
 
  一 
 
  般 
 
  財 
 
  源 

普 通 税 

（法定普通税の全て） 
特 別 区 民 税 
軽 自 動 車 税 

特 別 区 た ば こ 税 
鉱 産 税 

法 定 外 普 通 税 

税 交 付 金 

利 子 割 交 付 金 
配 当 割 交 付 金 
株式等譲渡所得割交付金 
地方消費税交付金（一般財源分） 
ゴルフ場利用税交付金 

環 境 性 能 割 交 付 金 

 

地 方 譲 与 税 
地 方 揮 発 油 譲 与 税 
自 動 車 重 量 譲 与 税 

 

そ の 他 地 方 特 例 交 付 金  

目 

的 

財 

源 

目 的 税   入 湯 税 
 法 定 外 目 的 税 

税  交  付  金 
地 方 消 費 税 交 付 金 
（ 社 会 保 障 財 源 分 ）  

地方 譲与税 等 
航 空 機 燃 料 譲 与 税 

森 林 環 境 譲 与 税 
交通安全対策特別交付金 

 

 （注）この他、特別区民税特例加減算額、地方消費税交付金特例加算額が算定対象となる。 
 

表５ 都区財政調整と地方交付税との基準税率の比較 
 
  

都区財政調整・特別区 
地 方 交 付 税  

市町村分 都道府県分 

    

基 準 税 率 
のあるもの 

（８５％） 
地  方  税 
税 交 付 金 

 
地方特例交付金 

（７５％） 
地  方  税 
税 交 付 金 
市町 村交付 金 

地方特例交付金 

 

（７５％） 
地   方   税 
特別法人事業譲与税 
都 道 府 県 交 付 金 
地 方 特 例 交 付 金 

    

全 額 算 入 

（１００％） 
地 方 譲 与 税 
交通安全対策特別交付金 

 

（１００％） 
地 方 譲 与 税 
交通安全対策特別交付金 

 

（１００％） 
地 方 譲 与 税 

（除特別法人事業譲与税） 

交通安全対策特別交付金 
  
（注）当分の間、三位一体改革による個人住民税の税源移譲相当額及び地方消費税増税に伴う増収

分（社会保障財源分）は、都区財政調整、地方交付税ともに、100％算入することとされている。 
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（参考）市町村税等の都区配分は次のとおりである。  
 

区    分 都 区 区    分 都 区 

 

市 
 
 
 
 

町 
 
 
 
 

村 
 
 
 
 

税 

普 
 
 
 

通 
 
 
 

税 

市町村 
民 税 

 個 人 分  
○ 

（特別区民税） 

税 
 

交 
 

付 
 

金 

 利 子 割 交 付 金  ○ 

 法 人 分 ◎   配 当 割 交 付 金  ○ 

 固 定 資 産 税 ◎   株式等譲渡所得割交付金  ○ 

 軽 自 動 車 税  ○  地方消費税交付金  ○ 

 市町村たばこ税  
○ 

（特別区たばこ税） 
ゴルフ場利用税交付金   ● 

 鉱 産 税  ○※  環境性能割交付金  ○ 

 特別土地保有税 ◎  
法人事業税交付金 
（法人事業税交付対象額） 

◎  

 法 定 外 普 通 税 ○※ ○ 

地 
方 
譲 
与 
税 
等 

 特 別 と ん 譲 与 税 ○  

目 
 
 

的 
 
 

税 

 入 湯 税  ● 
 地方揮発油譲与税 

（ 市 町 村 分 ） 
 ○ 

 事 業 所 税 ○  
 自動車重量譲与税 

（ 市 町 村 分 ） 
 ○ 

 都 市 計 画 税 ○  
 航空機燃料譲与税 

 （ 市 町 村 分 ） 
 ● 

 水 利 地 益 税  ○※ 
 森 林 環 境 譲 与 税 
 （ 市 町 村 分 ） 

 ○ 

 共 同 施 設 税  ○※ 
 交通安全対策特別交付金 

 （ 市 町 村 分 ） 
 ○ 

 宅 地 開 発 税  ○※ 
そ 
の 
他 

 市 町 村 交 付 金 ○  

国民健康保険税  ○※ 
地 方 特 例 交 付 金 

（ 市 町 村 分 ） 
 ○ 

 法 定 外 目 的 税 ○※ ○※ 
固定資産税減収補塡 

特別交付金（市町村分） 
◎  

 
 
（注） １ ◎は、都区財政調整制度上の調整税等である。                                    
    ２ ●は、都区制度改革により特別区へ移譲された税財源（平成１２年４月～） 
    ３ ※の税は、課税実績なし 
    ４ 国民健康保険税については、特別区においては、国民健康保険料として徴収 
    ５ 固定資産税減収補塡特別交付金は令和３年度から８年度までの各年度交付される。 
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５ 算定の経過  
  

都区財政調整は、都と特別区間の協議により調整が図られ、条例・規則の改正を経て、各特別

区の交付金の算定が行われている。  
 下記は、令和７年度都区財政調整当初見込み（区別算定）に係る事務の経過である。  

令和６年７月 令和７年度都区財政調整当初見込みの作業を開始  
 ・各特別区、関係各局への調査、物価変動、法令改正等を考慮し標準的な需要

（基準財政需要額）を見込む。 
 ・経済状況や国税の動向等から特別区の標準的な収入（基準財政収入額）を見

込む。 

８月 令和７年度東京都予算編成方針を都財務局が発表 

  ８～１０月 各特別区・関係各局に対して行政部がヒアリングを行う。  

    １０月 令和７年度都区財政調整当初見込みの作業（関係局との調整）  

    １２月 
 
 
 
 
 

都区財政調整協議会開催 
 ・令和７年度都区財政調整当初見込みの協議が始まる（令和７年１月までに３

回開催）。 
都区財政調整協議会幹事会開催  
 ・都と特別区の課長級実務担当者による令和７年度都区財政調整当初見込みの協 

議が始まる（令和７年１月までに４回開催）。 

令和６年度再調整に係る調整が始まる。 

令和７年１月 
 

区長会総会開催 
 ・令和７年度都区財政調整協議について了承される。 

     ２月 都区協議会開催 
 ・「令和７年度都区財政調整方針」及び「同見込み」が了承される。 

 １ 普通交付金 1,220,384 百万円、特別交付金 77,897 百万円 

 ２ 単位費用を改める条例案が都区協議会で了承 

 ・「令和６年度再調整方針」が了承される。 

     ３月 単位費用を改める条例案が都議会で可決成立 

４月 都区財政調整説明会の開催  

５月 測定単位の数値に関する調査（数値確認調査）  
 ・４月１日現在の測定単位の数値等を把握 

 ・区別算定に必要な規則の改正作業に着手  
６月 令和７年度の普通交付金の区別の算定作業を開始  

８月 都区協議会開催 

 ・「令和７年度都区財政調整決定方針」が了承される。 

１ 基準財政収入額 1,509,674 百万円、基準財政需要額 2,690,319 百万円 
２ 区別に算定された普通交付金の総額 1,213,974 百万円 

 

※ 上記「令和７年度都区財政調整方針」、「令和７年度都区財政調整決定方針」及び「令和

６年度再調整方針」に係る資料を次ページ以降に掲載した。  
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